
参考3

〇三重県障がい者虐待防止・権利擁護研修には、以下1～3の3つのコースがあります。

　1　「共通講義」

　2　「障害福祉サービス事業所等コース（通称：事業所等コース）」

　3　「市町及び障害者虐待防止センター職員コース（通称：市町コース）」

〇各研修の募集期間は以下のとおりです。

　1　「共通講義」　→　8月1日(木)～8月21日(水)17時

　2　「障害福祉サービス事業所等コース（通称：事業所等コース）」　→　10月1日(火)～10月21日(月)17時

　3　「市町及び障害者虐待防止センター職員コース（通称：市町コース）」　→　10月1日(火)～10月21日(月)17時

〇三重県障がい者虐待防止・権利擁護研修の受講方法は、以下の4つのパターンがあります。矢印があるところは、順番に修了する必要があります。

　パターン1　「共通講義」のみ受講

　パターン2　「共通講義」と「事業所等コース(1部のみ)」

　パターン3　「共通講義」と「事業所等コース(1部及び2部)」

　パターン4　「共通講義」と「市町コース」

令和6年度三重県障がい者虐待防止・権利擁護研修　受講の流れについて
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